
徳
島
県
規
則
第
三
十
一
号

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
県
税
局
長
の
項
第
五
号
中
「
清
掃
業
務
」
の
下
に
「
及
び
設
備
運
転
管
理

業
務
」
を
加
え
、
同
表
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
長
の
項
中
第
五
十
二
号
を
第
五
十
三
号
と
し
、
第
四
十

九
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
四
十
八
号
中
「
二
千
万
円
」
を
「
三
千
万

円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
九
号
と
し
、
同
項
中
第
四
十
七
号
を
第
四
十
八
号
と
し
、
第
十
二
号

か
ら
第
四
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
二
号
）

に
関
す
る
次
の
こ
と
（
農
林
水
産
部
ス
マ
ー
ト
林
業
課
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

１

第
九
条
第
四
項
（
第
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
特

定
増
殖
事
業
計
画
に
係
る
市
町
村
長
の
意
見
の
聴
取

２

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
特
定
増
殖
事
業
計
画
の
変
更
の
指
示

３

第
十
四
条
第
四
項
（
第
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
特
定
植
栽
事
業
計
画
に
係
る
市
町
村
長
の
意
見
の
聴
取

４

第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
特
定
植
栽
事
業
計
画
の
変
更
の
指
示

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
長
の
項
第
八
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７

第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
建
築
基
準
法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消

防
長
等
に
対
す
る
同
意
の
要
請

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
長
の
項
第
十
七
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
３
ず

30

33

19

29

つ
繰
り
下
げ
、

を

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

18

19

19

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
三
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
禁
止
又
は
制
限

20

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
四
の
規
定
に
よ
る
道
路
標
識
の
設
置

21

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
長
の
項
第
十
七
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号
の

17

18

16

17

中
「
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
前
段
」
を
「
第
四
十
七
条
の
十
五
第
一
項
前
段
」
に
改
め
、
同

を
同

15

15

号
の

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

16

14

15

13

14

12

13

11

第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
工
作
物
の
設
置
に
関
す
る
行
為
の
届
出
の
受
理
、

12
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
の
受
理
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
措

置
を
講
ず
べ
き
こ
と
の
勧
告

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
長
の
項
第
二
十
三
号
の
５
を
削
り
、
同
項
第
六
十
一
号
（
13

を
除
く
。
）
中
「
二
千
万
円
」
を
「
三
千
万
円
」
に
改
め
、
同
号
の

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

13

県
土
整
備
部
の
分
掌
に
属
す
る
工
事
、
維
持
修
繕
及
び
用
地
取
得
に
係
る
測
量
、
設
計
、
試

13
験
、
調
査
及
び
用
地
取
得
事
務
の
業
務

別
表
第
二
の
三
徳
島
県
中
央
こ
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
一
号
の
９
及
び
徳
島
県
南
部
こ

ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
及
び
徳
島
県
西
部
こ
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
一
号
の
５
中

「
意
見
の
聴
取
」
を
「
家
庭
裁
判
所
へ
の
承
認
の
申
立
て
」
に
改
め
、
同
号
の
６
中
「
第
三
十
三
条
の
六



第
一
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
表
徳
島
県
立

農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
六
号
中
３
を
削
り
、
４
を
３
と
し
、
同
表
徳
島
県
阿
南

安
芸
自
動
車
道
用
地
推
進
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
一
号
中
「
二
千
万
円
」
を
「
三
千
万
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
個
別
事
項
の
項
第
二
十
二
号
の

中
「
改
善
命
令
等
」
を
「
改
善
等
の
命
令
」
に
改
め
、
同

14

号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
１
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

19

20

15

18

14

第
十
八
条
の
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
解
体
等
工
事
の
調
査
結
果
の
報
告
の
受
理

15
別
表
第
三
個
別
事
項
の
項
第
五
十
三
号
の
５
中
「
同
項
第
十
三
号
、
第
十
五
号
及
び
第
二
十
四
号
」
を

「
同
項
第
十
四
号
、
第
十
六
号
及
び
第
二
十
九
号
」
に
改
め
、
同
号
の
６
中
「
同
項
第
四
十
六
号
」
を
「

同
項
第
四
十
七
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
そ
の
二
の
表
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
支
出
負
担
行
為
の
項
第
十

号
中
「
二
千
万
円
」
を
「
三
千
万
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
三
第
四
号
の
２
中
「
工
作
物
等
」
の
下
に
「
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
売
却
し
た
代
金

を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
十
四
徳
島
県
行
政
組
織
規
則
第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
（
県
立
総
合

大
学
校
本
部
及
び
徳
島
県
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
以
下
こ
の
表
及
び
次
表
に
お
い
て
「
課
」

と
い
う
。
）
、
徳
島
県
会
計
規
則
別
表
第
三
に
掲
げ
る
会
計
課
の
所
管
す
る
二
号
廨
（
以
下
「
会
計
課
の

か
い

所
管
す
る
二
号
廨
」
と
い
う
。
）
、
徳
島
県
教
育
委
員
会
（
事
務
局
に
限
る
。
）
、
徳
島
県
人
事
委
員
会

か
い

、
徳
島
県
監
査
委
員
、
徳
島
県
労
働
委
員
会
、
徳
島
県
収
用
委
員
会
、
徳
島
県
警
察
本
部
（
警
務
部
情
報

発
信
課
、
会
計
課
及
び
拠
点
整
備
課
並
び
に
交
通
部
交
通
指
導
課
に
限
る
。
）
及
び
徳
島
県
議
会
の
所
掌

に
属
す
る
歳
入
及
び
歳
入
歳
出
外
現
金
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
務
の
項
の
項
名
中
「
県
立
総
合
大
学
校
本

部
」
の
下
に
「
、
徳
島
県
文
化
の
森
振
興
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
領
収
書
」
を
「
領
収

証
書
」
に
改
め
、
同
表
総
務
事
務
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
歳
入
及
び
歳
出
（
旅
費
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
務
の
項
の
項
名
中
「
（
旅
費
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第

一
号
中
「
決
定
」
の
下
に
「
（
報
酬
、
給
料
、
職
員
手
当
等
及
び
旅
費
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加

え
、
同
項
第
二
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
旅
費
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
表
徳
島
県
会

計
規
則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
一
号
廨
及
び
同
規
則
別
表
第
三
に
掲
げ
る
一
号
廨
の
所
管
す
る
二
号
廨
（
以

か
い

か
い

か
い

下
「
一
号
廨
の
所
管
す
る
二
号
廨
」
と
い
う
。
）
の
所
掌
に
属
す
る
歳
入
、
歳
出
及
び
歳
入
歳
出
外
現
金

か
い

か
い

に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
務
の
項
第
二
号
中
「
小
切
手
」
を
「
小
切
手
等
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
領

収
書
」
を
「
領
収
証
書
」
に
改
め
、
同
表
徳
島
県
東
部
県
税
局
の
所
掌
に
属
す
る
県
税
及
び
こ
れ
に
伴
う

県
税
外
諸
収
入
並
び
に
こ
れ
ら
の
還
付
並
び
に
歳
入
歳
出
外
現
金
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
務
の
項
第
二
号

の
２
及
び

中
「
領
収
書
」
を
「
領
収
証
書
」
に
改
め
、
同
号
の

中
「
第
五
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第

20

21

五
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
領
収
書
」
を
「
領
収
証
書
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
五
出
納
局
会
計
課
長
の
職
に
あ
る
出
納
局
等
出
納
員
の
項
、
廨
出
納
員
の
項
及
び
徳
島
県
東

か
い

部
県
税
局
の
税
務
出
納
員
の
項
中
「
領
収
書
」
を
「
領
収
証
書
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


